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※ 6月 24日伏〉労働法研修会於医師会館

午後 7∞
(1)下松労働基準監督署長より医療機関K必

要な労働基準法、家内労働法、最低賃金

法、労働安全衛生怯、労災保険法等lζつ

いて説明があった。

(2)重村光職業安定所課長より新雇用保険法

の適用事業主の心得について説明をうけ

Tこ。

※ 6月24日伏)月例会於医師会館午後

8.泊

。報告事項 (1)周南三ili医師会役員会報告

(2)医賠責保険について (3)ガン征庄月間

Kついて (4)患者調査について (5)会費

賦課規則、基金規則について (6)会員の

表彰について (7)呼吸器疾患調査担当理

事協議会について (8)年末年始の診療に

ついて

※ 7月 10日休)理事会於医師会館午後

7.30 

0協議事項 (1)親睦体育大会について (2) 

老人検診について (3)1雇用保険事務につ

いて (4)納涼バーティーについて (5)ボ

ーリング大会について

0報告事項 (1)請求事務留ぷ事項について

(2)産業医の実状調査について (3)諸会の

開催(イ)医師同保通常組合会(7月23日)

(ロ)麻薬担当理事協議会(7月24日〉

※ 7月22日伏)月例会於松原旅館午後

7.∞ 
O協議事項 (1)老人検診について (2)雇用

保険法による諸手続きについて (3)求人

募集については)休U診療について

0報告事項 (1)診療報酬諮求事務留意事項

(2)諸会の開催(イ)7月23日、医師国保通

常組合会(ロ)7月24日、麻薬担当理事協

議会(ノ、.)7月羽B、保険相当理事協議会

(ニ.)8月6、7日、 産業保健、住民保健

合同研修会

• 

労働法 (II)

雇用保 険法 (1) 

昭和 49年]2月25日に雇用保険法が成立

し、本年 4月 1日から全面的に施行され、昭

和 22年に創設され服用失業対策の重要な柱

として、その役割を果たしてきた失業保険制

度は廃止された。

(A )雇用保険法の成立の経緯

( 1 )経済社会の変化と失業保険

雇用保険の前身ともいうべき失業保険は第二

次大戦直後の経済混乱を背広に失業問題を大

きくクローズアップされていた昭和 22年に

創設された。以来 28年間、失業保険制度は

昭和 24年のいわゆるドッジライ ンの下での

不況期、昭和28年、29年の鉄鋼、造船な

どの基幹産業を中心lζ失業者が発生した時期、

あるいはスエズ動乱後の昭和 32、33年の

畏気調整期など数次にわたる長気変動などに
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対処して、雇用失業対策の柱として、室要な

役割jを果たしてきた。然し、此の間Iζ、制度

の背景をなす雇用失業情勢と謹済社会は非常

に大きな変化をとげた。労働力需給は昭和40

{fを境iと逼迫延調{ζ転じ、若年層を中心lζ急

速に労働力不足が進んだ。いわゆるエネルギ

ーショックや最近の総需要抑制策に伴う不況

で雇用失業面で困難な事態を迎えておりまた、

今後の経済迩常は安定成長を旨として行われ

ることと忠われるが、若年労働力を中心とす

る労働力不足革調は、長期的iζ続くものと考

えられる。父、人口構成の急速な高齢化や、

勤労者のぷ識の多様化などにより、いろいろ

1975 

施策を盛り込んだ届用保険法案について.その

早期成立、早期実施の要望が相次ぎ新聞の論

調も一様にその必要性を説くに至勺た。雇用

不安に対処して財用保険法の早期実現を図る

ζ とが緊急、の課題とな勺たため、昭和 49年

1 2月 14日第 74臨時国会に雇用保険法案

が再び提出され、J2j:j20日lζ衆院可決、

1 2月25日参院でも可決し、昭和 50年 4

月 1日より施行されるとととなった勺

(8)雇用保険制度の慨要

( 1 )雇用保険制度の目的

雇用保険制度は、①労働者が失業した場合に

必要な給付を行い、労働者の生活の安定を図

な問題が生じておる。この様な経済社会の変 るとともに、求職活動を容易にするなどその

化lζ伴い、失業保険制度をめぐって、労使関 再就職を促進し ⑦あわせて、労働者の鞍業

係をはじめ同民各射に種々の批判と要望が強 の安定lと資するため、雌用構造の改善、労働

く出されてきた。給付内容、若年女子受給者 者の能力の開発向 kでの他労働者の福祉の増

や季節労働者の問題、就職支度金の叢用、失 進を図る乙とを目的としておる。即ち雇用保

業保険の街祉施設のあり方等である。此の外、 険制度は、今後の綜済社会の動向K即して十

最近の総需要抑制策lζ伴う不況により生ずる

失業問題のように 、属用失業両での困難な事

態iζ、失業保険制度が対処していけるかどう

@ かということも、重要な問題点である。要す

るに、失業保険制度と経済社会の大きなずれ

が、失業保険制度ではとれからの新しい時代

に即した機能をト充に果しえないのである。

(2)雇用保険法の成立

乙の法案は第72通常国会に提出されたが、審

議未了のまま廃案とな「た。その後、総需要

抑制策の浸透により、雇用失業情勢は首長しさ

を増してきた。 ζのような情勢の中で、中高

年令者等就職の関難な人々に手厚く給付する

など失業保障機能を強化するとともに麗用調

分iζ機能を発揮することができるよう、従来

の失業保険制度を改善発展させ、雇用に関す

る総合的機能を持った制度である。

(2)雇用保険制度のしくみ

前述の目的述成のために、①失業者lζ対して

失業給付を行う、②Jra用改葬ょj手業、能力開発

事業及び服用福祉事業の三事業を行う。この

三事業は、高齢者礼会への移行、呆気変動、

急速な技術_/f.:新など今後の雇用政策上の課題

iζ対応して質坑両面にわたる完全雇用の要請

に積極的に応えていくために実施されるもの

で、その財源については、諸外国の雇用税等

を参考にして事業主のみの負担による保険料

(保険料率 1000分の 13のうち 1000 

整給付による失業の予防対策などの積括的な 分の 3の部分)をあてる ζ とにされておる。
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;要望書 臥検診)j

昭和 50年度に施行される住民検診等につい

ては、本年4月 1自に各々契約が完了いたし

ております。然しながら老人検診については

例年 8月頃契約を締結しておりますが、去る

6月 19日に開催しました徳山 ・下松市 ・光

市三医師会理事会は、次のとおり要望事項を

決議いたしましたので、よろしくど配慮を賜

わりますよう、要望いたします。

記

老人検診

A 一般検査・……一… 780円

理由 (1)人件費並に物価の両謄により

4 9年度契約額60 0円の 30 $ぢ増

(2)母子保健法第 13条の規定によ

り県が医療機関lζ委託して実施する下

記の健診は

4 9年度乳児健診1.2 0 0円

妊婦健診1.3 0 0円

5 0年度乳児健診1.5 0 0円

妊婦健診1.8 0 0円

B 精密検査・・・・・・健保点数を適用

あとがき

恒例の納涼乙ん親会ICli、近来にない多数の会

員が多数参加され、健康そうな御鎗チを鍔見で

きた乙とは重量賀の至り、 ζ れから当分続く猛暑

に必々の御自室、御 自愛を祈念してやみません。

土用波かぶりし岩は瀧少なし(夏山)

1975 

診療報酬請求事務の
留意事項

(1) 昭和44年生まれで月日の記入がなく乳

幼児加算が算定しであるもの

(21 ①病治癒の月日記入がなく②病にて初診

料が算定しであるもの

(3) 初診、再診の回数と実臼数不一致のもの

(41 初診料で時間外、夜間、深夜等の楳示も

れとJ思われるもの

(51 投薬料で薬価が 65円までのものも薬名

の記入がしてあったもの

(6) 薬剤lの旧薬価使用のもの及び規絡単位使

用品の記入もれ

(7) 処置、手術に薬剤を使用した際 25円控

除時i数切上げの点数算定J~ りのあの. 
(8) レントゲン点数の算定において端数整理

の誤りと思われるもの

(9) 慣性疾患、指導料の算定において内科再診

をともなっていないもの

代0) 請求明細書の編不備のもの

先行所光市1)、局防 1633の2~t-医院内
光市医師会
TEし関33(77) 2061 

発行高林 孝之

編集者 会報編集委白会
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